
議案第４６号 
北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、

期末手当及び勤勉手当に関する規則及び北九州市立の小学校、中

学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁

償、期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について 
北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及

び勤勉手当に関する規則及び北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の

第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する規

則の一部を改正する規則を次のように定める。 
令和８年３月２６日提出 

                    北九州市教育委員会 
教育長 太 田 清 治 

提案理由 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償について、常

勤職員との均衡を図るため、関係規定を改める必要があるので、この議案を

提出する。 





令 和 ８ 年 ３ 月 

教育委員会教職員課 

北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及

び勤勉手当に関する規則及び北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校

の第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関す

る規則の一部改正について 

 

Ⅰ 改正理由 

  常勤職員の通勤手当について、支給限度額の引上げ並びに自動車等を使用する職員

に係る手当額の改定及び駐車場料金を支給する等のため、北九州市立の小学校、中学

校及び特別支援学校の教職員の給与に関する条例（平成２８年北九州市条例第５７号。

以下「条例」という。）等の一部改正を令和７年１２月定例会で行った。 

  パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償について、常勤職員の通勤手

当との均衡を踏まえた制度としていることから、当該条例改正に伴い、パートタイム

会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償について改正するため、関係規定を改めるも

の。 

 

Ⅱ 改正内容 

１ 北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤

勉手当に関する規則の一部改正 

（１）通勤に係る費用弁償に関する改正 

ア 通勤に係る費用弁償の支給限度額の改正（第１５条第１項第２号・第４号、第３項関係） 

常勤職員の通勤手当に係る支給限度額の改正を踏まえ、パートタイム会計年

度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給限度額を改正する。 

※ 支給限度額は交通機関利用者に係る額、自動車等使用者に係る額及び駐車場等の額の合計

額を１５万円とする 

イ 自動車等を使用する職員に係る費用弁償の日額の改正（第１５条第１項第３号関係） 

常勤職員の通勤手当に係る自動車等に係る手当の改正（距離区分の新設）を

踏まえ、パートタイム会計年度任用職員に係る自動車等に係る費用弁償の日額

を改正する。 

※ 第１５条第３号の規定は、自動車等を使用する職員に係る費用弁償の日額を定めている

（常勤職員の自動車等を使用する職員に係る通勤手当の額÷21 日分） 

ウ  駐車場等に係る費用弁償の規定の新設（第１５条第２項関係） 

常勤職員の通勤手当に係る駐車場等に係る手当の新設を踏まえ、パートタイ

ム会計年度任用職員に係る駐車場等に係る費用弁償に関する規定を新設するも

の。 

 

２ 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用職員の報酬、

費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正 

ア 通勤に係る費用弁償の支給限度額の改正（第１５条第１項第２号・第４号、第３項関係） 

常勤職員の通勤手当に係る支給限度額の改正を踏まえ、パートタイム会計年

度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給限度額を改正する。 

※ 支給限度額は交通機関利用者に係る額、自動車等使用者に係る額及び駐車場等の額の合計

額を１５万円とする 

 

1



イ 自動車等を使用する職員に係る費用弁償の日額の改正（第１５条第１項第３号関係） 

常勤職員の通勤手当に係る自動車等に係る手当の改正（距離区分の新設）を

踏まえ、パートタイム会計年度任用職員に係る自動車等に係る費用弁償の日額

を改正する。 

※ 第１５条第３号の規定は、自動車等を使用する職員に係る費用弁償の日額を定めている

（常勤職員の自動車等を使用する職員に係る通勤手当の額÷21 日分） 

ウ  駐車場等に係る費用弁償の規定の新設（第１５条第２項関係） 

常勤職員の通勤手当に係る駐車場等に係る手当の新設を踏まえ、パートタイ

ム 会計年度任用職員に係る駐車場等に係る費用弁償に関する規定を新設する

もの。 

 

Ⅲ 施行期日 

令和８年４月１日（常勤職員の通勤手当の改正に係る施行日と同じ） 

※ パートタイム会計年度任用職員は支給単位期間を１箇月とするため、支給限度額の引上げに係る

経過措置なし 
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 北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及

び勤勉手当に関する規則及び北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の

第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和 年  月  日 

                     北九州市教育委員会 

                      教育長 太 田 清 治 

北九州市教育委員会規則第  号 

北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、

期末手当及び勤勉手当に関する規則及び北九州市立の小学校、中

学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁

償、期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則  
（北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当

及び勤勉手当に関する規則の一部改正）  
第１条 北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末

手当及び勤勉手当に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第４号）

の一部を次のように改正する。 

 第１５条第１号中「適用を受ける職員」を「適用を受ける条例に規定する

第２号会計年度任用職員」に、「同条第５項」を「同条第８項」に改め、同

条第２号中「とし、当該運賃等相当額が５万５，０００円を超えるときは５

万５，０００円」を削り、同条第３号ス中「以上」の次に「６５キロメート

ル未満」を加え、同号に次のように加える。 

セ 使用距離が片道６５キロメートル以上７０キロメートル未満である

職員 ２，０１０円 

ソ 使用距離が片道７０キロメートル以上７５キロメートル未満である 

職員 ２，１８０円 

タ 使用距離が片道７５キロメートル以上８０キロメートル未満である 

職員 ２，３５０円 

チ 使用距離が片道８０キロメートル以上８５キロメートル未満である 

職員 ２，５１０円 

ツ 使用距離が片道８５キロメートル以上９０キロメートル未満である 

職員 ２，６８０円 

テ 使用距離が片道９０キロメートル以上９５キロメートル未満である 

職員 ２，８４０円 

ト 使用距離が片道９５キロメートル以上１００キロメートル未満であ 
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る職員 ３，０００円 

ナ 使用距離が片道１００キロメートル以上である職員 ３，１７０円  

 第１５条第４号ア中「（運賃等相当額及び月の初日からその月の末日まで

の勤務１日につき前号に定める額を乗じて得た額の合計額が５万５，０００

円を超えるときは、５万５，０００円）」を削り、同号イ中「前号に定める

額」の次に「（次項に規定する自動車のための施設等で教育委員会が別に定

めるものを利用し、その料金を負担するもの（次号において「駐車場等利用

職員」という。）にあっては、その額に次項に規定する駐車場料金等相当額

を加算した額）」を加え、同号ウ中「前号に定める額」の次に「（駐車場等

利用職員にあっては、その額に次項に規定する駐車場料金等相当額を加算し

た額）」を加え、同条に次の２項を加える。 

２ 前項第３号又は第４号ア若しくはウに掲げる職員のうち、自動車の駐車

の ための施設等で教育委員会が別に定めるものを利用し、その料金を負

担することを常例とするものは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額（その額が５，０００円を超える場合にあっては、５，００

０円。次項において「駐車場料金等相当額」という。）を前項の額に加え

るものとする。 

 （１） １の駐車場等を利用する場合 次のアからウまでに掲げる場合の

区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額 

ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の

額（その額が５，０００円を超える場合にあっては、５，０００円。

）（以下「駐車場等料金」という。）を２１で除して得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額）に月の初

日からその月の末日までに勤務した日の日数（以下「月の実勤務日数

」という。）を乗じて得た額（その額が駐車場等料金を超える場合に

あっては、駐車場等料金の額） 

イ 駐車場等の料金を定める期間（月又は年によって定めた期間に限る

。）が２以上の月にわたる場合 当該料金をそのわたる月の数で除し

て得た額（その額が５，０００円を超える場合にあっては、５，００

０円。）（以下「１箇月当たりの駐車場等料金」という。）を２１で

除して得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切

り上げた額）に月の実勤務日数を乗じて得た額（その額が１箇月当た

りの駐車場等料金を超える場合にあっては、１箇月当たりの駐車場等

料金の額） 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 教育委員会が別に定める額 
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（２） ２以上の駐車場を利用する場合 それぞれの駐車場等について

前号アからウまでに定める額を合計した額  

３ 第１項第２号に定める額、第１項第３号に定める額及び駐車場料金

等相当額の合計額が１５万円を超える職員の条例第７条第４項の任命権

者が定める額は、前２項の規定にかかわらず、１５万円とする。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用職員

の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正）  
第２条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用

職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する規則（令和２年北九

州市教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条第１号中「適用を受ける職員」を「適用を受ける条例に規定する

第２号会計年度任用職員」に、「同条第５項」を「同条第８項」に改め、同

条第２号中「とし、当該運賃等相当額が５万５，０００円を超えるときは５

万５，０００円」を削り、同条第３号ス中「以上」の次に「６５キロメート

ル未満」を加え、同号に次のように加える。 

セ 使用距離が片道６５キロメートル以上７０キロメートル未満である

職員 ２，０１０円 

ソ 使用距離が片道７０キロメートル以上７５キロメートル未満である 

職員 ２，１８０円 

タ 使用距離が片道７５キロメートル以上８０キロメートル未満である 

職員 ２，３５０円 

チ 使用距離が片道８０キロメートル以上８５キロメートル未満である 

職員 ２，５１０円 

ツ 使用距離が片道８５キロメートル以上９０キロメートル未満である 

職員 ２，６８０円 

テ 使用距離が片道９０キロメートル以上９５キロメートル未満である 

職員 ２，８４０円 

ト 使用距離が片道９５キロメートル以上１００キロメートル未満であ 

る職員 ３，０００円 

ナ 使用距離が片道１００キロメートル以上である職員 ３，１７０円  

 第１５条第４号ア中「（運賃等相当額及び月の初日からその月の末日まで

の勤務１日につき前号に定める額を乗じて得た額の合計額が５万５，０００

円を超えるときは、５万５，０００円）」を削り、同号イ中「前号に定める

額」の次に「（次項に規定する自動車のための施設等で教育委員会が別に定

めるものを利用し、その料金を負担するもの（次号において「駐車場等利用
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職員」という。）にあっては、その額に次項に規定する駐車場料金等相当額

を加算した額）」を加え、同号ウ中「前号に定める額」の次に「（駐車場等

利用職員にあっては、その額に次項に規定する駐車場料金等相当額を加算し

た額）」を加え、同条に次の２項を加える。 

２ 前項第３号又は第４号ア若しくはウに掲げる職員のうち、自動車の駐車

の ための施設等で教育委員会が別に定めるものを利用し、その料金を負

担することを常例とするものは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次に定める額（その額が５，０００円を超える場合にあっては、５，００

０円。次項において「駐車場料金等相当額」という。）を前項の額に加え

るものとする。 

 （１） １の駐車場等を利用する場合 次のアからウまでに掲げる場合の

区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額 

ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の

額（その額が５，０００円を超える場合にあっては、５，０００円。

）（以下「駐車場等料金」という。）を２１で除して得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額）に月の初

日からその月の末日までに勤務した日の日数（以下「月の実勤務日数

」という。）を乗じて得た額（その額が駐車場等料金を超える場合に

あっては、駐車場等料金の額） 

イ 駐車場等の料金を定める期間（月又は年によって定めた期間に限る

。）が２以上の月にわたる場合 当該料金をそのわたる月の数で除し

て得た額（その額が５，０００円を超える場合にあっては、５，００

０円。）（以下「１箇月当たりの駐車場等料金」という。）を２１で

除して得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切

り上げた額）に月の実勤務日数を乗じて得た額（その額が１箇月当た

りの駐車場等料金を超える場合にあっては、１箇月当たりの駐車場等

料金の額） 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 教育委員会が別に定める額 

（２） ２以上の駐車場を利用する場合 それぞれの駐車場等について

前号アからウまでに定める額を合計した額  

３ 第１項第２号に定める額、第１項第３号に定める額及び駐車場料金

等相当額の合計額が１５万円を超える職員の条例第７条第４項の任命権

者が定める額は、前２項の規定にかかわらず、１５万円とする。 

 付 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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）
 
前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
前
条
第
１
号
に
掲
げ
る
も
の
 
月
の
初
日
か
ら

そ
の
月
の
末
日
ま
で
の
勤
務
し
た
日
の
日
数
に
当
該
勤
務
１
日
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の

額
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
前
号
に
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
賃
等
相

当
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
は
当
該
運
賃
等
相
当
額
と
す
る
。
）
 

 （
３
）
 
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
前
条
第
２
号
に
掲
げ
る
も
の
 
月
の
初
日
か

ら
そ
の
月
の
末
日
ま
で
の
勤
務
し
た
日
の
日
数
に
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
 

ア
～
シ
 
 
略
 

ス
 
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
６
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
 

１
，
８
５
０
円
 

セ
 
使
用
距
離
が
片
道
７
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
７
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
 

２
，
０
１
０
円
 

ソ
 
使
用
距
離
が
片
道
７
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
７
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
 

第
１
５
条
 
条
例
第
７
条
第
４
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
が
５
日
以
上
の
職
員
（
月
の
初
日
か
ら
そ
の
月
の
末
日

ま
で
引
き
続
い
て
任
用
さ
れ
る
者
に
限
る
。
）
 
給
与
条
例
第
１
５
条
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
職
員
の
例
に
よ
る
額
（
た
だ
し
、
当
該
例
に
よ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
５
項
に
規
定

す
る
支
給
単
位
期
間
は
、
１
箇
月
と
す
る
。
）
 

 （
２
）
 
前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
前
条
第
１
号
に
掲
げ
る
も
の
 
月
の
初
日
か
ら

そ
の
月
の
末
日
ま
で
の
勤
務
し
た
日
の
日
数
に
当
該
勤
務
１
日
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の

額
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
前
号
に
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
賃
等
相

当
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
は
当
該
運
賃
等
相
当
額
と
し
、
当
該
運
賃
等
相
当
額
が

５
万
５
，
０
０
０
円
を
超
え
る
と
き
は
５
万
５
，
０
０
０
円
と
す
る
。
）
 

（
３
）
 
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
前
条
第
２
号
に
掲
げ
る
も
の
 
月
の
初
日
か

ら
そ
の
月
の
末
日
ま
で
の
勤
務
し
た
日
の
日
数
に
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
 

ア
～
シ
 
 
略
 

ス
 
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
 
１
，
８
５
０
円
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新
 

旧
 

２
，
１
８
０
円
 

タ
 
使
用
距
離
が
片
道
７
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
８
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
 

２
，
３
５
０
円
 

チ
 
使
用
距
離
が
片
道
８
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
８
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
 

２
，
５
１
０
円
 

ツ
 
使
用
距
離
が
片
道
８
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
９
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
 

２
，
６
８
０
円
 

テ
 
使
用
距
離
が
片
道
９
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
９
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
 

２
，
８
４
０
円
 

ト
 
使
用
距
離
が
片
道
９
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
１
０
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員

 
３
，
０
０
０
円
 

ナ
 
使
用
距
離
が
片
道
１
０
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
 
３
，
１
７
０
円
 

（
４
）
 
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
も
の
 
次
に
掲
げ
る

職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
 

ア
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
す
る
交
通
機
関
等
が
通
常
徒

歩
に
よ
る
こ
と
を
例
と
す
る
距
離
内
に
お
い
て
の
み
利
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）
の
う
ち
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が
片
道
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員

及
び
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が
片
道
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
が
自
動
車
等
を
使
用

し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
 
前
２
号
に
定
め
る
額
 

 

             

（
４
）
 
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
も
の
 
次
に
掲
げ
る

職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
 

ア
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
す
る
交
通
機
関
等
が
通
常
徒

歩
に
よ
る
こ
と
を
例
と
す
る
距
離
内
に
お
い
て
の
み
利
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）
の
う
ち
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が
片
道
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員

及
び
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が
片
道
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
が
自
動
車
等
を
使
用

し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
 
前
２
号
に
定
め
る
額
（
運
賃
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新
 

旧
 

  イ
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
運
賃
等
相
当
額
が
前
号
に
定
め
る
額
（
次
項
に

規
定
す
る
自
動
車
の
た
め
の
施
設
等
で
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の
を
利
用
し
、
そ

の
料
金
を
負
担
す
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
駐
車
場
等
利
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
額
に
次
項
に
規
定
す
る
駐
車
場
料
金
等
相
当
額
を
加
算
し
た
額
）
以
上
で

あ
る
職
員
（
ア
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
 
第
２
号
に
定
め
る
額
 

ウ
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
運
賃
等
相
当
額
が
前
号
に
定
め
る
額
（
駐
車
場

等
利
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
次
項
に
規
定
す
る
駐
車
場
料
金
等
相
当
額
を
加
算

し
た
額
）
未
満
で
あ
る
職
員
（
ア
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
 
同
号
に
定
め
る
額
 

２
 
前
項
第
３
号
又
は
第
４
号
ア
若
し
く
は
ウ
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
自
動
車
の
駐
車
の
た
め

の
施
設
等
で
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の
を
利
用
し
、
そ
の
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常

例
と
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（
そ
の
額

が
５
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
５
，
０
０
０
円
。
次
項
に
お
い
て
「
駐
車
場

料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
を
前
項
の
額
に
加
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
１
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合
 
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
定
め
る
額
 

ア
 
月
を
単
位
と
し
て
駐
車
場
等
の
料
金
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
 
当
該
料
金
の
額
（
そ

の
額
が
５
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
５
，
０
０
０
円
。
）
（
以
下
「
駐

車
場
等
料
金
」
と
い
う
。
）
を
２
１
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
額
）
に
月
の
初
日
か
ら
そ
の
月
の
末
日
ま
で
に

等
相
当
額
及
び
月
の
初
日
か
ら
そ
の
月
の
末
日
ま
で
の
勤
務
１
日
に
つ
き
前
号
に
定
め
る

額
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
が
５
万
５
，
０
０
０
円
を
超
え
る
と
き
は
、
５
万
５
，
０

０
０
円
）
 

イ
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
運
賃
等
相
当
額
が
前
号
に
定
め
る
額
以
上
で
あ

る
職
員
（
ア
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
 
第
２
号
に
定
め
る
額
 

   ウ
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
運
賃
等
相
当
額
が
前
号
に
定
め
る
額
未
満
で
あ

る
職
員
（
ア
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
 
同
号
に
定
め
る
額
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新
 

旧
 

勤
務
し
た
日
の
日
数
（
以
下
「
月
の
実
勤
務
日
数
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ

の
額
が
駐
車
場
等
料
金
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
駐
車
場
等
料
金
の
額
）
 

イ
 
駐
車
場
等
の
料
金
を
定
め
る
期
間
（
月
又
は
年
に
よ
っ
て
定
め
た
期
間
に
限
る
。
）
が

２
以
上
の
月
に
わ
た
る
場
合
 
当
該
料
金
を
そ
の
わ
た
る
月
の
数
で
除
し
て
得
た
額
（
そ

の
額
が
５
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
５
，
０
０
０
円
。
）
（
以
下
「
１

箇
月
当
た
り
の
駐
車
場
等
料
金
」
と
い
う
。
）
を
２
１
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
１

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
額
）
に
月
の
実
勤
務
日
数
を

乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
１
箇
月
当
た
り
の
駐
車
場
等
料
金
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
１
箇
月
当
た
り
の
駐
車
場
等
料
金
の
額
）
 

ウ
 
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
 
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
額
 

（
２
）
 
２
以
上
の
駐
車
場
を
利
用
す
る
場
合
 
そ
れ
ぞ
れ
の
駐
車
場
等
に
つ
い
て
前
号
ア
か

ら
ウ
ま
で
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額
 

３
 
第
１
項
第
２
号
に
定
め
る
額
、
第
１
項
第
３
号
に
定
め
る
額
及
び
駐
車
場
料
金
等
相
当
額
の

合
計
額
が
１
５
万
円
を
超
え
る
職
員
の
条
例
第
７
条
第
４
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
額
は
、
前

２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
５
万
円
と
す
る
。
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北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）
 

新
 

旧
 

第
１
５
条
 
条
例
第
７
条
第
４
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
が
５
日
以
上
の
職
員
（
月
の
初
日
か
ら
そ
の
月
の
末
日

ま
で
引
き
続
い
て
任
用
さ
れ
る
者
に
限
る
。
）
 
教
職
員
給
与
条
例
第
２
２
条
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
条
例
に
規
定
す
る
第
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
例
に
よ
る
額
（
た
だ
し
、
当

該
例
に
よ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
８
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
は
、
１
箇
月
と
す
る

。
）
 

（
２
）
 
前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
前
条
第
１
号
に
掲
げ
る
も
の
 
月
の
初
日
か
ら

そ
の
月
の
末
日
ま
で
の
勤
務
し
た
日
の
日
数
に
当
該
勤
務
１
日
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の

額
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
前
号
に
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
賃
等
相

当
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
は
当
該
運
賃
等
相
当
額
と
す
る
。
）
 

 （
３
）
 
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
前
条
第
２
号
に
掲
げ
る
も
の
 
月
の
初
日
か

ら
そ
の
月
の
末
日
ま
で
の
勤
務
し
た
日
の
日
数
に
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
 

ア
～
シ
 
 
略
 

ス
 
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
６
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
 

１
，
８
５
０
円
 

セ
 
使
用
距
離
が
片
道
７
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
７
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
 

２
，
０
１
０
円
 

第
１
５
条
 
条
例
第
７
条
第
４
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
が
５
日
以
上
の
職
員
（
月
の
初
日
か
ら
そ
の
月
の
末
日

ま
で
引
き
続
い
て
任
用
さ
れ
る
者
に
限
る
。
）
 
教
職
員
給
与
条
例
第
２
２
条
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
教
職
員
の
例
に
よ
る
額
（
た
だ
し
、
当
該
例
に
よ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
５

項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
は
、
１
箇
月
と
す
る
。
）
 

  （
２
）
 
前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
前
条
第
１
号
に
掲
げ
る
も
の
 
月
の
初
日
か
ら

そ
の
月
の
末
日
ま
で
の
勤
務
し
た
日
の
日
数
に
当
該
勤
務
１
日
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の

額
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
前
号
に
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
賃
等
相

当
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
は
当
該
運
賃
等
相
当
額
と
し
、
当
該
運
賃
等
相
当
額
が

５
万
５
，
０
０
０
円
を
超
え
る
と
き
は
５
万
５
，
０
０
０
円
と
す
る
。
）
 

（
３
）
 
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
前
条
第
２
号
に
掲
げ
る
も
の
 
月
の
初
日
か

ら
そ
の
月
の
末
日
ま
で
の
勤
務
し
た
日
の
日
数
に
次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
 

ア
～
シ
 
 
略
 

ス
 
使
用
距
離
が
片
道
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
 
１
，
８
５
０
円
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新
 

旧
 

ソ
 
使
用
距
離
が
片
道
７
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
７
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
 

２
，
１
８
０
円
 

タ
 
使
用
距
離
が
片
道
７
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
８
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
 

２
，
３
５
０
円
 

チ
 
使
用
距
離
が
片
道
８
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
８
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
 

２
，
５
１
０
円
 

ツ
 
使
用
距
離
が
片
道
８
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
９
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
 

２
，
６
８
０
円
 

テ
 
使
用
距
離
が
片
道
９
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
９
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
 

２
，
８
４
０
円
 

ト
 
使
用
距
離
が
片
道
９
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
１
０
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
 

３
，
０
０
０
円
 

ナ
 
使
用
距
離
が
片
道
１
０
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員
 
３
，
１
７
０
円
 

（
４
）
 
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
も
の
 
次
に
掲
げ
る

職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
 

ア
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
す
る
交
通
機
関
等
が
通
常
徒

歩
に
よ
る
こ
と
を
例
と
す
る
距
離
内
に
お
い
て
の
み
利
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）
の
う
ち
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が
片
道
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員

及
び
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が
片
道
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
が
自
動
車
等
を
使
用

し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
 
前
２
号
に
定
め
る
額
 

              

（
４
）
 
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
も
の
 
次
に
掲
げ
る

職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
 

ア
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
す
る
交
通
機
関
等
が
通
常
徒

歩
に
よ
る
こ
と
を
例
と
す
る
距
離
内
に
お
い
て
の
み
利
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
も
の
を

除
く
。
）
の
う
ち
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が
片
道
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
職
員

及
び
自
動
車
等
の
使
用
距
離
が
片
道
１
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
が
自
動
車
等
を
使
用
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新
 

旧
 

   イ
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
運
賃
等
相
当
額
が
前
号
に
定
め
る
額
（
次
項
に

規
定
す
る
自
動
車
の
た
め
の
施
設
等
で
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の
を
利
用
し
、
そ

の
料
金
を
負
担
す
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
駐
車
場
等
利
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
額
に
次
項
に
規
定
す
る
駐
車
場
料
金
等
相
当
額
を
加
算
し
た
額
）
以
上
で

あ
る
職
員
（
ア
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
 
第
２
号
に
定
め
る
額
 

ウ
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
運
賃
等
相
当
額
が
前
号
に
定
め
る
額
（
駐
車
場

等
利
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
次
項
に
規
定
す
る
駐
車
場
料
金
等
相
当
額
を
加
算

し
た
額
）
未
満
で
あ
る
職
員
（
ア
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
 
同
号
に
定
め
る
額
 

２
 
前
項
第
３
号
又
は
第
４
号
ア
若
し
く
は
ウ
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
自
動
車
の
駐
車
の
た
め

の
施
設
等
で
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の
を
利
用
し
、
そ
の
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常

例
と
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（
そ
の
額

が
５
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
５
，
０
０
０
円
。
次
項
に
お
い
て
「
駐
車
場

料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
を
前
項
の
額
に
加
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
１
の
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合
 
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
定
め
る
額
 

ア
 
月
を
単
位
と
し
て
駐
車
場
等
の
料
金
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
 
当
該
料
金
の
額
（
そ

の
額
が
５
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
５
，
０
０
０
円
。
）
（
以
下
「
駐

車
場
等
料
金
」
と
い
う
。
）
を
２
１
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が

し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
 
前
２
号
に
定
め
る
額
（
運
賃
 

 
等
相
当
額
及
び
月
の
初
日
か
ら
そ
の
月
の
末
日
ま
で
の
勤
務
１
日
に
つ
き
前
号
に
定
め
る

額
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
が
５
万
５
，
０
０
０
円
を
超
え
る
と
き
は
、
５
万
５
，
０

０
０
円
）
 

イ
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
運
賃
等
相
当
額
が
前
号
に
定
め
る
額
以
上
で
あ

る
職
員
（
ア
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
 
第
２
号
に
定
め
る
額
 

  

 

ウ
 
前
条
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
運
賃
等
相
当
額
が
前
号
に
定
め
る
額
未
満
で
あ

る
職
員
（
ア
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
 
同
号
に
定
め
る
額
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新
 

旧
 

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
額
）
に
月
の
初
日
か
ら
そ
の
月
の
末
日
ま
で
に

勤
務
し
た
日
の
日
数
（
以
下
「
月
の
実
勤
務
日
数
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ

の
額
が
駐
車
場
等
料
金
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
駐
車
場
等
料
金
の
額
）
 

イ
 
駐
車
場
等
の
料
金
を
定
め
る
期
間
（
月
又
は
年
に
よ
っ
て
定
め
た
期
間
に
限
る
。
）
が

２
以
上
の
月
に
わ
た
る
場
合
 
当
該
料
金
を
そ
の
わ
た
る
月
の
数
で
除
し
て
得
た
額
（
そ

の
額
が
５
，
０
０
０
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
５
，
０
０
０
円
。
）
（
以
下
「
１

箇
月
当
た
り
の
駐
車
場
等
料
金
」
と
い
う
。
）
を
２
１
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
１

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
額
）
に
月
の
実
勤
務
日
数
を

乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
１
箇
月
当
た
り
の
駐
車
場
等
料
金
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
１
箇
月
当
た
り
の
駐
車
場
等
料
金
の
額
）
 

ウ
 
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
 
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
額
 

（
２
）
 
２
以
上
の
駐
車
場
を
利
用
す
る
場
合
 
そ
れ
ぞ
れ
の
駐
車
場
等
に
つ
い
て
前
号
ア
か

ら
ウ
ま
で
に
定
め
る
額
を
合
計
し
た
額
 

３
 
第
１
項
第
２
号
に
定
め
る
額
、
第
１
項
第
３
号
に
定
め
る
額
及
び
駐
車
場
料
金
等
相
当
額
の

合
計
額
が
１
５
万
円
を
超
え
る
職
員
の
条
例
第
７
条
第
４
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
額
は
、
前

２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
５
万
円
と
す
る
。
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令和７年１１月 
教育委員会教職員課 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の 

給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 

１ 提案理由 

  本市人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告、国及び他の地方公共団体の

職員の給与等を考慮して給料表の改定等を行うことから、これらに係る関係規定を改

めるもの。 

 

２ 改正内容 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する条例 

（平成２８年北九州市条例第５７号） 

ア 給料表の改定（別表第１～第３関係） 

    教職員の給与を平均 3.03％引き上げるため、給料表を改定する。 
 

イ 通勤手当の改正（第２２条関係） 

   （ア）自動車等通勤者に係る手当額の規定に係る改正（第２項関係） 

    使用距離が「片道 10 ㎞以上 15 ㎞未満」から「片道 60 ㎞以上」までの区分に係

る手当額を 200 円～7,100 円引上げる改正を実施する。 

 

 （イ）本市以外の勤務公署への派遣教職員に係る特急料金等の支給に係る規定の

新設 

   本市以外の勤務公署へ派遣される教職員に対して新幹線利用に係る料金及び

特急料金を支給する規定を新設する。 

 

 （ウ）駐車場利用に係る手当の新設 

   自動車通勤者（交通機関等との併用者を含む）のうち、駐車場を契約してい

る者に対して月額 5,000 円の範囲内で当該駐車場利用に係る料金に相当する額

を支給する規定を新設する。 

  

 （エ）支給限度額の引上げ 

   月額５万５，０００円を上限としている支給限度額を月額１５万円に引上げ

た上で、交通機関等の運賃相当額、自動車等通勤者に係る手当額、特急料金等

相当額及び駐車場料金等相当額の合計額を支給限度額の範囲内で支給すること

とする規定を新設する 

  ※現在、第２２条第２項第１号及び第３号で支給限度額を規定しているが、特急料金等相当額

の支給に係る規定の新設に伴い、国の規定に合わせる改正を実施するもの 

 

（オ）自動車等通勤者に係る手当額の規定に係る改正（第２項関係） 

   北九州市職員の給与に関する条例が適用される職員について、自動車等通勤

者に係る手当額を人事委員会規則で規定することとする改正を予定することか

ら、当該人事委員会規則の例によるとされている教職員の規定を同様に改正す

る。 
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ウ 宿日直手当の改定（第２９条関係） 

宿日直業務を行う教職員に対して支給する宿日直手当の限度額を改定する。 

  ※給料表の改定に伴い、年末年始以外の勤務に係る手当額は 5,300 円から 5,400 円へ、年末年

始の勤務に係る手当額は 7,900 円から 8,100 円へ、小学校、中学校及び特別支援学校の教育

職員が児童又は生徒の生活指導等のために行う勤務に係る手当額は 7,400 円から 7,700 円へ

と改定するもの 
 

エ 地域手当の改正（付則第２９項関係） 

地域手当の支給割合に係る経過措置（当分の間３％）を令和８年３月３１日  

をもって終了する。 
 

オ 勤勉手当の改正（第３５条関係） 

・勤勉手当の額の算定方法の改正（第２項関係） 

    成績率の拡大に伴い、勤勉手当の額の算定方法を改正する。 

    ※成績率の拡大に伴い、国の取扱いに準じた改正を行うもの 

      本市（現行）： 基礎額 × 支給割合（月数） × 成績率（勤務成績に応じた割合） 

国   ： 基礎額 × 成績率（支給割合（月数） ＋ 勤務成績に応じた割合） 

   ・勤勉手当基礎額の算定方法の改正（第３項関係） 

    成績率の拡大に伴い、勤勉手当基礎額の算定において扶養手当を除外する。 

 

３ 施行期日 

（１）ア、イ（ア）、ウ 

規則で定める日（令和７年４月１日適用） 

※ 令和７年 12 月分の例月給与については、改定前の給料月額等により支給する。給料表の

改定に係る施行期日については、12 月の例月給与の支給日後かつ差額支給日（12 月 25 日

予定）以前とする必要があるため、「規則で定める日」とするもの。 

今年度は、令和７年 12月 23 日を予定。 
 

（２）エ 

公布の日 
 

（３）イ（イ）～（オ）、オ 

   令和８年４月１日 

 

４ 経過措置等 

  次の事項を付則で規定する。 

・適用日から条例の施行日の前日までの間における異動者の号給の調整 

・適用日前の異動者の号給の調整 

・施行日から令和８年３月３１日までの間における異動者の号給の調整 

・改正前の規定に基づき支給された給与は改正後の規定に基づき支給される給与の

内払とみなすこと 

・勤勉手当の改正に係る経過措置を設ける 

・その他条例の施行に関して必要な事項は教育委員会が別に定めること 
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